
平成16年度の税制改正に関する答申住劣

基本的考え方

2.平成巧年度税制改正の評価

平成15年度税制改正では、上記の基本的視点に基づき、「あるべき税御1」の構築に向

け、広範な税目にわたる改革が実現された。

(参考)平成15年度税制改正の主要事項

・わが国産業の競争力強化のための研究開発・設備投資減税の集中・重点化

・次世代への資産移転の円滑化に資する相続税・贈与税の一体化及び税率の引下げ

・「貯蓄から投資へ」の改革に資する金融・証券税制の軽減・簡素化

・士地の有効利用の促進に資する登録免許税・不動産取得税の軽減等

・人的控除の簡素化等の観点からの配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止

・消費税に対する信頼性・透明性を向上させるための免税点制度等の改革、消費税額

を含む支払総額の明示により消費者の煩わしさを解消する総額表示の義務付け

・地方分権を支える基幹税の安定化に資する法人事業税への外形標準課税の導入

・酒税及びたばこ税の見直し

これらの措置の実施により、多年度税収中立の下で、平成 15年度においては約 1.8

兆円、平成 16年度においては約 1.5兆円のネット減税が先行する。各般の構造改革や民

間の努力と相俟って、企業の研究開発が促進され、個人投資家の市場参加が拡大するな

ど、経済活性化に向けた確かな手応えが伝わってきている。当面の税制改正にあたって

は、これらの措置の活用状況や効果を的確に見極めつつ検討を行う必要があろう。また、

近い将来、消費税の免税点制度等の改革と総額表示の義務付け(平成16年4月から)、
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配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止(平成16年分所得から)及び法人事業税の外形標

準課税(平成16年4月から)が施行されるが、いずれも「あるべき税制」の構築のため

不可欠な措置であり、着実に実施するべきである。
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5.「あるべき税制」の具体化に向けて

わが国経済社会はかつてない速さで少子・高齢化しており、人口は2006年をピークに

減少に転じょうとしている。また、急速にグローバル化が進み、個人や企業の国境を越

えた活動が広がりを見せている。こうした中、将来、公平で活力ある経済社会を実現す

るため、個人所得課税の基幹税としての機能を回復するとともに、消費税の役割を相対

的に高めていかねばならない。急速な構造変化に直面しているわが国経済社会の実態を

的確に把握した上で、社会共通の費用を広く公平に分かち合うための「あるべき税制」

の具体化について、国民的議論をより一層深める必要があろう。個人所得課税の諸控除

や税率構造のあり方、消費税率が欧州諸国並みの二桁に引き上げられた場合の軽減税率

の採用の是非や仕入税額控除制度のあり方といった諸課題について、国民に選択肢を示

しつつ、具体的に検討を進めていくべきである。
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「あるべき税制」に向けての抜本的改革は、持続可能な社会保障制度の構築、国・地

方のいわゆる三位一体の改革と整合性をとって行う必要があり、鈴10年代初頭のプライ

マリーバランス黒字化に取り組む上でも避けて通れない課題である。将来のわが国社会

の基礎となる税制、社会保障、行財政のあるべき全体像を整合的に示し、国民の間に広

がる閉塞感を打破し、公平で活力ある経済社会の構築を目指していかなければならない。

当調査会としては、このような観点から、わが国経済社会の現状と将来を見据えつつ、

「あるべき税御上の具体化に向けた審議を進めている。
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「三位一体の改革」の一環としての税源移譲

当調査会は、本年H月幻日の内閣総理大臣からの指示を踏まえ、国庫補助負担金と地

方交付税の改革と併せていわゆる三位一体の改革の一環としての税源移譲について検討を

行った。その結果は以下の通りである。

地方税は、地域における行政サービスの経費を地域住民がその能力と受益に応じて負担

し合うことが基本である。このことから、応益性を有し、薄く広く負担を分かち合うもの

であること、さらに、地域的な偏在性が少なく、税収が安定したものであることが望まし

い。また、自主的な課税を行いやすい税体系であることも重要である。

かかる視点から、税源移譲の対象として、所得税・個人住民税、消費税・地方消費税、

法人課税、たぱこ税、酒税及び揮発油税について検討を行った。

(中略)

地方分権の推進、地域福祉の充実等のために創設された地方消費税は、消費に関連した

基準により都道府県間で清算を行うことにより税収の偏在性が少なく、安定的な基幹税目

のーつとして定着し、大きな役割を果たしている。しかしながら、地方消費税は、税の累

積を排除するため、生産、流通、販売などの各段階において、売上に係る税額から仕入れ
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に係る税額を控除して納付税額を算出する国の消費税の制度と一体のものとして仕組まれ

ており、全国一律の税率が前提となっている。また、国が委託を受け、消費税とあわせて

徴収を行っており、地方が直接に税を徴収する仕組みとなっていない。このような点はあ

るが、地方においても福祉サービスの安定的な提供が求められている中、地方消費税の役

割は重要である。

一方、国の消費税は、少子・高齢化が進む中で、ますます増大していく社会保障経費を

はじめとする公的サービスの費用を安定的に支える税として、今後その役割を高めていく

必要がある。2010年代初頭のプライマリー・バランスの黒字化を目指す上で不可欠の要素

である。

(中略)

以上を踏まえれば、今後、所得税・個人住民税のそれぞれの性格に応じた個人所得課税体
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系における位置付けを明確化する方向で改革を進め、所得税から個人住民税への税源移譲

を行うことを基本にすべきである。また、消費税・地方消費税については、少子・高齢化

の進展に対応し、ともに充実を目指すことが課題であり、これについても併せて検討を進

めていく必要がある。このような本格的改革は「あるべき税御1」の理念に沿って行うべき

である。

税源移譲を進めるにあたっては、税務執行面での配慮が欠かせない。特に、所得税・個

人住民税の改革にあたっては、多数の納税者の税負担に何らかの影響を及ぼすとともに、

源泉徴収を行っている企業・事業者にも事務負担が発生する。あるべき個人所得課税改革

の姿にっいて抜本的な検討を加え、成案を得た上で、納税者・源泉徴収義務者の理解も得

ながら改革を進めていかねばならない。

当調査会の今後の審議にあたって、個人所得課税の抜本的見直しに関する検討を早急に

行い、国庫補助負担金と地方交付税の改革と併せ、いわゆる三位一体の改革の完了する平

成18年度までに税源移譲を実現していく必要がある。併せて、消費税・地方消費税のあり

方についても、ともにその役割が高まっていくことを踏まえ、検討を深めていくべきであ

る。




